
【第１部】　講演会　１０時３０分から１１時３０まで

1 　開 会

2 　あいさつ

　　　豊川市建設部建築課　主幹　近藤　慎一

　

3 　講演会

（１）「豊川市の空き家の現状と対策について」

 　　豊川市建設部建築課住宅係　専門員　青山　智明

（２）「空き家対策に係る制度と事例」

 　　 国土交通省　中部地方整備局　建政部住宅整備課長　畑　裕幸　氏

4 　閉　会

【休　　憩】

【第２部】　個別相談会　１１時４０分から１３時まで

　　

豊川市空き家対策セミナー・個別相談会　次第

　　　と　き 　平成３１年２月１６日（土）１０時３０分

　　　ところ   やねのにっぽうホール　豊川

資料７



空き家対策個別相談会 　受付簿 やねのにっぽうホール　平成３１年２月１６日（土）　　

受付 相談者住所 相談区分 相談内容（概要）

1 市内 貸したい 宅建 交差点角地の物件。取壊してももよいが、賃貸を希望。

2 市外 売りたい 宅建 土地家屋調査士 敷地内に赤道、他人名義の土地がある。

3 市外 解体 宅建 司法書士 ６名共有。固定税の増加で解体悩む。仲介依頼した経緯あるが保留中。

4 市外 売・貸 宅建 売却又は賃貸希望。

5 市外 貸したい 宅建 将来は自身で利用したいが、それまでの活用検討したい。

6 市内 その他 司法書士 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 所有者は相談者と同居し空き家になっている。今後どうしたらよいか。

15 市内 売･解 宅建 建築士 解体後の売却を希望している。

8 市外 売・貸 宅建 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ １６年間空き家。現在娘夫婦が管理。H27に媒介依頼するも反応なし。

9 市外 その他 建築士 旧東海道沿いの古民家の活用等について。

10 市外 売・解体 宅建 土地家屋調査士 取壊して売却を検討。

11 市内 その他 弁護士 借金返済の代償で土地をもらったが、名義変更していない。相手に連絡する手段がない。

12 市外 売 宅建 売却希望。

13 市内 売 宅建 建築士 売却希望。（調整区域）

14 市外 解体 弁護士 土地家屋調査士 ４軒長屋になっている空き家を取壊したいが、他の所有者が分からない。

相談員



ブース番号 相談受付番号

① 1 宅建協会

② 2 宅建協会 土地家屋調査士

③ 3 宅建協会 司法書士

④ 8 宅建協会 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

⑤ 9 建築士

⑥ 11 弁護士

ブース
番号

相談
受付番号

① 4 宅建協会

② 5 宅建協会

③ 6 司法書士 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

④ 15 宅建協会 建築士

⑤ 12 宅建協会

⑥ 14 弁護士 土地家屋調査士

ブース
番号

相談
受付番号

① 10 宅建協会 土地家屋調査士

② 13 宅建協会 建築士

●１２：１０～１２：４０

相談員

●１２：４０～１３：１０

相談員

個別相談割り当て表

相談員

●１１：４０～１２：１０



第３催事場 第1催事場

出入口 出入口

・

豊川市空き家対策セミナー・個別相談会　配置図（やねのにっぽうホール　豊川）

相談者ブース
スクリーン

案内板 案内板

第２催事場

第２催事場は予備であ

り、第１のセミナー参

加者が第１催事場で溢

れそうな場合は仕切り

予め椅子を用意

しておく

長机の大きさ：

① ②

③ ④

⑤ ⑥

受

付

受

付


